
大田区青少年交流センター　予約・申請・承認の流れ
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宿泊を伴う使用 使用開始日の属する月の４か月前から抽選申込 抽選 空き状況公表期間 先着順申込 空き状況公表期間 空き状況公表期間

対象：区分①②③ 　 　 　 <申請・使用料納付・承認> <申請・使用料納付・承認> <申込不可>

日帰り使用（宿泊使用も可） 使用日の属する月の３か月前から抽選申込 抽選 空き状況公表期間 先着順申込 空き状況公表期間 空き状況公表期間

対象：区分①②③ 　 　 　 <申請・使用料納付・承認> <申請・使用料納付・承認> <申込不可>

宿泊使用・日帰り使用 使用日の属する２か月前の１日から先着順申込 　 　

対象：区分①②③④⑤⑥ ＊予約後、７日以内に申請・使用料納付・承認の手続きを行う。（期限を過ぎればキャンセル。ただし、期間延長可。） 　

補足資料３

４か月前

３か月前

２か月前

確定 確定

確定 確定

日

連絡・調整

連絡・調整
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内容

青少年健全育成の活動を行う団体（区内）

スポーツに関する活動を行う団体（区内）

地域交流または国際交流の活動を行う団体（区内）

生涯学習活動、地域課題に関する活動を行う団体（区内）

1～4の活動を行う、区内居住者等が半数未満の団体

個人使用（団体活動に支障がないときに洋室の宿泊が可能）
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